
令和８年茂原市教育委員会会議３月定例会日程 

 

日時：令和８年３月２４日（火）１５時００分～ 

場所：茂原市役所９階９０１・９０２会議室 

 

１　開会宣言 

 

２　会議録署名人の指名 

 

３　会議事項 

（議決事項） 

　議案第１号　　茂原市奨学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

　議案第２号　　茂原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

　議案第３号　　令和８年度茂原市の教育基本方針及び重点施策について 

　　議案第４号　　茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

の制定について 

　　議案第５号　　茂原市学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

　　議案第６号　　茂原市中学生等海外派遣等研修事業の費用徴収に関する規則の一部を改

正する規則の制定について 

　　議案第７号　　茂原市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示の制定に

ついて 

　　議案第８号　　茂原市立幼稚園給食実施要綱の一部を改正する告示の制定について 

　　議案第９号　　茂原市立図書館規則の一部を改正する規則の制定について 

　　議案第１０号　茂原市立図書館防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の制定につ

いて 

　　議案第１１号　茂原市立学校図書館・茂原市立図書館連絡会議設置要綱の一部を改正す

る訓令の制定について 

　　議案第１２号　茂原市立図書館協議会委員の任命について 

　　議案第１３号　茂原市公民館運営審議会委員の委嘱について 

　　議案第１４号　茂原市文化財審議会委員の任命について 



　　議案第１５号　茂原市いじめ対策調査会委員の委嘱について 

　　議案第１６号　茂原市スポーツ推進委員の委嘱について 

　　議案第１７号　茂原市青少年指導センター設置条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について 

 

　（報告事項） 

　　報告１　　　　教育長職務代理者の指名について 

　　報告２　　　　令和７年度定期監査の結果について 

 

４　閉会宣言 

 







































































































































































議案第１７号 

 

茂原市青少年指導センター設置条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 

　茂原市青少年指導センター設置条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

 

　　令和８年３月２４日提出 

 

茂原市教育長　　富　田　浩　明　　 

 

 

　　　茂原市青少年指導センター設置条例施行規則の一部を改正する規則 

 

　茂原市青少年指導センター設置条例施行規則（平成４年茂原市教育委員会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

　第３条の表中 

「 

 

 

」を 

「 

 

 

 

」に 

改める。 

　　　附　則 

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 所長 上司の命を受けて青少年指導センターの事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

 所長補佐 上司の命を受けて所長を補佐する。

 所長 上司の命を受けて青少年指導センターの事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

 主幹 上司の命を受けて所長を補佐し、特定の事務を掌理する。

 所長補佐 上司の命を受けて所長を補佐する。



 

　提案理由　　職員の異動に伴い、職の追加が必要となることから所要の改正をしようとするものです。 



議案第１７号参考資料

茂原市青少年指導センター設置条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 
 改正後 現 行

 
(職員の職及び職務） 

第３条　青少年指導センターに置かれる職員の職及び職務は、次のとおりとする。 

 

(職員の職及び職務） 

第３条　青少年指導センターに置かれる職員の職及び職務は、次のとおりとする 
 

職員 職 職務
 

事務職員 所長 上司の命を受けて青少年指導センターの事務を統轄し、

所属職員を指揮監督する。
 

主幹 上司の命を受けて所長を補佐し、特定の事務を掌理する。
 

所長補佐 上司の命を受けて所長を補佐する。
 

副主幹 上司の命を受けて特定の事務を掌理する。
 

主査 上司の命を受けて特定の事務を掌理する。
 

副主査 上司の命を受けて担任事務を掌理する。
 

主事 上司の命を受けて青少年指導センターの業務に従事す

る。
 

主事補 上司の命を受けて主事の職務を助け、事務に従事する。
 

指導員 上司の命を受けて青少年指導センターの業務に従事す

る。

 
職員 職 職務

 
事務職員 所長 上司の命を受けて青少年指導センターの事務を統轄し、

所属職員を指揮監督する。
 

所長補佐 上司の命を受けて所長を補佐する。
 

副主幹 上司の命を受けて特定の事務を掌理する。
 

主査 上司の命を受けて特定の事務を掌理する。
 

副主査 上司の命を受けて担任事務を掌理する。
 

主事 上司の命を受けて青少年指導センターの業務に従事す

る。
 

主事補 上司の命を受けて主事の職務を助け、事務に従事する。
 

指導員 上司の命を受けて青少年指導センターの業務に従事す

る。
















